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大切な存在だからこそ

ペットとの暮らしで忘れてはいけないコト
　今、日本でペットがどれだけ飼われているか知っていますか。犬と猫だけでも、犬が約

991万7,000匹で猫が約987万4,000匹。合わせると15歳未満の人口（1,617万人）を上

回ります。飼い主にとってはかわいいペット。ただ、中には動物が嫌い、鳴き声や臭いを嗅

ぐだけで不快になるという人もいます。ペットと気持ちよく暮らすためには、周りの人へ

の配慮も必要に。マナーを守って快適に暮らしましょう。
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　動物病院で受ける猫の去勢・不妊手術
費用の一部を補助します。４月以降に行っ
た手術が補助対象。予算額に達した時点
で受け付けを終了します。詳しくは問い
合わせてください。
対象＝市内に住民票のある人が飼ってい
る猫か、責任を持って世話をしている猫

（１世帯当たり３匹まで）
補助上限金額＝１匹当たり〈去勢〉
3,000円〈不妊〉5,000円
用意する物＝領収書・印鑑・申請者名義
の預金通帳
申し込み=手術後３カ月以内に市保健所
内衛生検査課へ直接

猫の去勢・不妊手術を補助します

　４月から５月まで、市内の101カ所の会場で、犬
の登録と狂犬病予防注射を実施。飼い主は、犬の登
録（犬の生涯に１回 ）と、犬に年１回の狂犬病予防注
射を受けさせる義務があります。犬鑑札・注射済票
には、迷子札の役割も。会場で取り付けリングを配
布していますので、首輪に必ず付けてください。
▪生後91日以上の犬が対象
日時・会場＝下表のとおり
対象＝生後91日以上の犬
費用＝〈登録と注射 〉一匹6,400円〈注射のみ 〉同
3,400円
用意する物＝〈登録済みの犬の飼い主 〉申請書〈登
録していない犬の飼い主 〉住所・氏名・電話番号・
犬の種類・性別・生まれた年・毛色（白・黒・茶・灰 ）・

体格（大・中・小 ）・呼び名を記入したメモ
注意点＝犬は会場に入ると、慣れない環境のため興
奮することもあります。犬を押さえられる人が連れ
てきてください
その他＝飼い犬が病気などの理由で注射を見合わせ
る場合は、動物病院が発行する注射猶予書か診断書
を、市保健所内衛生検査課へ提出してください。
▪動物病院でも登録と注射が可能
　市の委託を受けた動物病院で、犬鑑札・注射済票
の交付や登録手数料の支払いができます。詳しくは
動物病院へ問い合わせてください。

犬の登録と狂犬病予防注射

4月

12日㈫
午前9時15分～10時 水道局
午前10時45分～11時30分 若宮町四丁目公民館
午後1時～1時30分 昭和町一丁目萩公民館
午後2時～2時30分 諏訪会館(城東町二丁目)

13日㈬
午前9時15分～10時 表町一丁目自治会館
午前10時45分～11時30分 南町四丁目公民館
午後1時～1時30分 六供町集会所
午後2時～2時30分 文京町三丁目自治会館

14日㈭
午前9時15分～10時 上佐鳥町公民館
午前10時45分～11時30分 朝倉町集会室
午後1時～1時30分 山王町一丁目公民館
午後2時～2時30分 上川淵公民館上北分館

15日㈮
午前9時15分～10時 下川町公民館
午前10時45分～11時30分 下川淵公民館
午後1時～1時30分 亀里町竜門集落センター
午後2時～2時30分 力丸町会議所

19日㈫

午前9時15分～10時 芳賀公民館
午前10時30分～11時 嶺町公民館
午前11時30分～正午 金丸町公民館
午後1時30分～2時 小坂子町公民館
午後2時30分～3時 端気町公民館

20日㈬

午前9時15分～10時 幸塚町公民館
午前9時30分～10時 柏倉町コミュニティセンター
午前10時30分～11時 柏倉町集落センター
午前10時45分～11時30分 三俣町二丁目公民館

午後1時～1時30分
亀泉町公民館
鼻毛石町集落センター

（旧宮城保健センター）
午後2時～2時30分 江木団地集会所

21日㈭

午前9時15分～10時 古市町公民館
午前9時30分～10時 市之関町集落センター
午前10時30分～11時 三夜沢赤城神社社務所
午前10時45分～11時30分 大利根町公民館
午後1時～1時30分 稲荷新田町公民館

苗ヶ島町集落センター
午後2時～2時30分 下新田町公民館

22日㈮

午前9時15分～10時 高井町公民館
午前9時30分～10時 馬場町集落センター
午前10時30分～11時 大前田町集落センター
午前10時45分～11時30分 総社公民館
午後1時～1時45分 元総社公民館
午後2時15分～2時45分 鳥羽町東部公民館

24日㈰ 午前9時30分～11時30分 上川淵公民館
宮城支所

午後1時30分～3時30分 東公民館

5月 10日㈫

午前9時15分～10時 南橘公民館
午前9時30分～10時 東金丸自治会館
午前10時30分～11時 白草公民館
午前10時45分～11時30分 荒牧町公民館
午後1時～1時30分 川原町公民館

滝窪公民館

日時 会場

市外から転入した場合
　市外から犬を連れて転入した場合
は、登録の変更届が必要です。転入前
の居住地で交付された犬鑑札を用意し
て、会場か市保健所内衛生検査課、各
支所で手続きしてください。
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日時 会場

5月

10日㈫ 午後2時～2時30分 田口町公民館
下滝公民館

11日㈬

午前9時15分～10時 下細井町公民館
午前9時30分～10時 茂木町自治会館
午前10時30分～11時 上細井町公民館

足軽町自治会館
午前11時30分～正午 龍蔵寺町公民館
午後1時～1時30分 横沢多目的集会センター
午後1時30分～2時 北代田町公民館
午後2時～2時30分 堀越公民館
午後2時30分～3時 上小出町公民館

12日㈭

午前9時15分～10時 清里公民館
午前9時30分～10時 上大屋衆会場
午前10時30分～11時 樋越町公民館
午前10時45分～11時15分 青梨子町前原集落センター
午後1時～1時30分 河原浜住民センター
午後1時～2時 永明公民館

13日㈮
午前9時15分～10時 小屋原町公民館
午前10時45分～11時30分 小島田町公民館
午後1時～1時30分 天川大島町本町公民館
午後2時～2時30分 天川大島町原町自治会館

15日㈰ 午前9時30分～11時30分 大胡支所

17日㈫

午前9時15分～10時 駒形町会議所
午前9時30分～10時 中之沢住民センター
午前10時30分～11時 室沢集落センター
午前10時45分～11時30分 下増田町公民館
午後1時～1時30分 城南公民館

月田公民館
午後2時～2時30分 飯土井町公民館

18日㈬

午前9時15分～10時 鶴が谷町公民館
午前9時30分～10時 新屋住民センター
午前10時30分～11時 女渕公会堂
午前10時45分～11時30分 富田町集落センター
午後1時～1時30分 泉沢町公民館

深津集落センター
午後2時～2時30分 西大室町公民館

19日㈭
午前9時30分～10時 稲里集落センター
午前10時30分～11時 込皆戸集会所
午後1時～1時30分 中区民センター
午後2時～2時30分 膳集出荷所

22日㈰ 午前9時30分～11時30分 粕川支所
24日㈫ 午前9時30分～11時 中島住民センター

午後1時～2時30分 時東住民センター
25日㈬ 午前9時30分～11時 米野会館

午後1時～2時30分 原中会館
26日㈭ 午前9時30分～11時 新地会館

午後1時～2時30分 所替戸農業者研修センター

29日㈰
午前9時30分～11時30分 桂萱公民館

富士見支所（庁舎南側）
午後1時30分～3時 石井一区住民センター駐車場
午後1時30分～3時30分 前橋保健所

衛生検査課  ☎ 027-220-5777


